
はじめに

　我が国における近年の精神障害者を取り巻く

各法の施行や改正では、目的や基本理念として、

精神障害者の自立、社会参加、社会復帰が、盛

んに謳われている。具体的には、障害者基本法

（2004年改正）、障害者総合支援法（2006年施行、

2016年改正）、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（2006年改正。以下、「精神保健福

祉法」）などが挙げられる。

　一般的に自立というと、身体的自立、経済的

自立、精神的自立、社会的自立、人格的自立が

挙げられる（堀，2007）。前述した３つの法律

で盛んに述べられている精神障害者の社会復帰

や、自立、社会経済活動への参加などの促進は、

経済的自立に重点が置かれている。

　精神障害者の経済的自立を促進するための施

策には、障害者の雇用の促進等に関する法律（以

下、「障害者雇用促進法」）がある。1998年の改

正では一般の民間企業の障害者雇用率である法

定雇用率が1.6%から1.8%に引き上げられ、従

業員56人以上の事業所には1人以上の身体障害

者または知的障害者の雇用が義務付けられた。

さらに、2006年の改正では、精神障害者も障

害者に含まれ、2018年の改正では、障害者雇

用率である法定雇用率の算定基礎の対象に、新

たに精神障害者が追加された。近年の精神障害

者の経済的自立を取り巻く制度は充足されつつ

あるものの、精神障害者の雇用率は身体・知

的障害者と比すると著しく低い現状がある（表

１）。このように、精神障害者の経済的自立を

取り巻く制度は充足されつつあるが、理想と現

実には乖離がみられる。

　精神障害者の経済的自立に対する捉え方は、

さまざまである。近年では、精神障害者が家族

の支援や障害年金、生活保護などの公的資金に

頼らずに生活ができるよう、一般就労が勧めら

れており、様々な支援が実践されている（小倉，

2003）。その一方で、ある小規模作業所の職員

がそこに通所する多くの障害者が黙々と作業を

して数千円の収入を得ていることをさして、彼
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らは経済的に自立していると評価すると考えて

いる立場がある（天野，2003）。このように、精

神障害者の労働形態による経済的自立の評価

は、援助者の立場や考え方によって異なり、一

定ではない。さらには、施設によって、あるい

は専門職種によって精神障害者の経済的自立の

評価が異なっている可能性が考えられる。

　以上のことから、本研究では、精神障害者の

経済的自立に関する基礎的研究として、精神科

デイケア職員および地域精神障害者社会復帰施

設職員に対して質問紙調査を行い、その評価の

違いを比較検討する。得られた成果は今後の精

神障害者の経済的自立に向けた支援体制の構築

に役立つ資料の一つになると考える。

Ⅰ　目的

　精神科デイケアおよび地域精神障害者社会福

祉施設で捉えられている、精神障害者の経済的

自立の評価を比較し、精神障害者の経済的自立

に向けた支援体制の構築を示唆する資料の一つ

とする。

Ⅱ　対象・研究期間・研究方法

１．対象

　A県内すべての精神科デイケア、精神障害者

小規模作業所、精神障害者小規模社会復帰施設、

精神障害者小規模授産施設、精神障害者授産施

設、精神障害者地域生活支援センターのうち、

施設長の同意が得られた59施設の職員181名

２．データの収集方法

　2007年４月から６月にかけて質問紙を配

付し、郵送法により回収した。質問紙を配付

した181名中159名から回答が得られ（回収率

87.8％）、150名を有効回答とした（有効回答率

82.9%）。

３．質問項目の選定と質問内容

　精神障害者の経済的自立には、当事者自身の

病状や、経済的自立を達成することに対する当
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事者の意欲などが影響すると言われている。そ

のため質問項目の抽出では、精神科デイケア、

精神障害者作業所、精神障害者授産施設への、

通所頻度から自立を考察する文献を参考にして

選定した。さらにB病院のデイケアスタッフ15

名に対してプレテストを行い、修正を加え、質

問紙の妥当性の確保に努めた。

　質問内容は、属性（年齢・性別・勤務施設・

勤務年数・資格）、労働形態による経済的自立

の評価に関する質問22項目（家族と同居してい

る、デイケアに定期的に通所しているなど）、

精神障害者に現在実際に支払っている1 ヶ月の

賃金、職員が考える精神障害者が1 ヶ月に獲得

できる理想の賃金である。労働形態による経済

的自立の評価に関する質問22項目については、

「全くそう思わない」から「大変そう思う」の７段

階で評価した。

４．データの分析方法

　データはMicrosoft Excel2003およびSPSS11.0J 

for Windowsを用いて統計解析を行った。統計

解析には、Mann-WhitneyのU検定を用いて行っ

た。

５．倫理的配慮

　対象者の権利を保護するために、質問紙は無

記名で個人が特定されることはないこと、回答

は自由意志であり途中で回答をやめても不利益

を被らないこと、得られたデータは研究目的以

外に使用しないこと、質問紙は研究終了後に溶

解処理すること、成果を関係する学会に発表な

らびに論文投稿をすることを紙面で説明し、同

意を得た。本研究は、名古屋市立大学大学院看

護学研究科研究倫理審査委員会の承認を得て

行った。

６．用語の操作的定義

用語を統一するために、本研究の対象者の名称

をデイケアに勤務する対象者をデイケア職員と

し、福祉施設で勤務する対象者を福祉施設職員

とした。またデイケア職員および福祉施設職員

の両方を合わせて表現する場合には、職員とし

た。

Ⅲ　結果

１．調査対象者の勤務施設の分類

　分析をする上で調査対象者の勤務施設を以下

のように分類した。精神科デイケアは、我が国

の精神障害者対策のうち精神医療対策の一環と

して「精神科デイケア等」に分類されているた

め、独立した勤務施設として分類した（以下、「デ

イケア」）。精神障害者小規模作業所、精神障害

者小規模社会復帰施設、精神障害者小規模授産

施設、精神障害者授産施設、精神障害者地域生

活支援センターの５施設については、同じく精

神障害者対策において、社会復帰・福祉対策の

一環である「精神障害者社会復帰施設」として分

類されているため、地域精神障害者社会復帰施

設（以下、「福祉施設」）と分類した。

２．調査対象者の属性（表１）

　精神保健福祉士の勤務先は福祉施設が多く、

46名中32名（69.6%）であった。看護師の勤務先

はデイケアが多く32名中27名（84.3％）であっ

た。

　対象者の年齢は36.4±11.9歳であった。

　現在勤務している施設での勤務年数の平均は

約３年７ヶ月、資格をもってからの総合経験年

数の平均は７年０ヶ月であった。現在勤務して

いる施設での勤務年数を５年未満と回答した人

が109名と全体の半数以上を占めていた。

３�．職員の考える精神障害者の１ヶ月の賃金の

現状と理想（表２）

　精神障害者に対して賃金を支払っている施設

に勤務している職員71名から回答を得た。１ヶ

月に支払われている賃金のうち１万円以上３万

円未満と回答した人が最も多く21名（29.6%）で

あった。

　職員が考える精神障害者の１ヶ月の理想の賃

金については、142名から回答を得た。精神障

害者の１ヶ月の理想の賃金を10万円以上15万

円未満と回答した人が最も多く、41名（28.9%）

であった。精神障害者の１ヶ月の賃金を 10万

円未満が理想であると回答した人は、93名

（65.4%）と半数以上であった。
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４�．デイケア職員と福祉施設職員における経済

的自立に関する評価の比較

１） 通所形態による経済的自立の評価（図２）

　労働形態による経済的自立の評価に関する

22の項目のうち、該当する９の項目の中央値

について分析し、デイケアと福祉施設で分けて

算出した。

　ナイトケアに定期的に通所しているという質

問項目のみ、福祉施設職員の点数が高かったが、

それ以外の項目はすべて福祉施設職員の点数が

低かった。デイケア職員よりも福祉施設職員の

方が、通所施設に通うことを経済的自立ではな

いと評価しているという結果になった。

２） 労働形態による経済的自立の評価（図３）

　同様に、労働形態による経済的自立の評価に

関する 22の項目のうち、該当する９の中央値

について分析し、デイケア職員と福祉施設職員

で分けて算出した。

　作業所や授産施設で働くという、いわゆる福

祉的就労は、両施設ともに経済的自立ではない

と評価しているという結果になった。民間の企

業で働くという、いわゆる一般就労については、
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施設間の差はほとんどなく、両施設の職員とも

に、経済的自立をしていると評価していた。

　デイケア職員と福祉施設職員に分けて、労働

形態による経済的自立の評価に関する22の項

目に対して、Mann-WhitneyのU検定を行った。

22の項目のうち、就労や就学・家事手伝いの

ため、ナイトケアに不定期に通所している、作

業所に定期的に通所している、作業所で定期的

に労働する、作業所で不定期に労働するという

４項目に関して、施設間で有意差（p＜0.05）が

あった（表３）。福祉施設職員はデイケア職員よ

りも、より一般就労に近い形を経済的自立と評

価しているという結果になった。
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表２　精神障害者の１ヶ月の賃金の現状と理想

図２：通所することによる経済的自立の評価 図３：労働形態による経済的自立の評価
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Ⅳ　考察

１�．職員の考える精神障害者の１ヶ月の賃金の

現状と理想

　調査当時（2007年10月25日）でのA県の最低

賃金は時給714円である。時給714円で20日働

いたとすると、賃金は１ヶ月で114,240円とな

る。これがA県で生活をしていく上での最低の

１ヶ月の賃金である。今回の調査結果は、A県

での１ヶ月の最低賃金に届いておらず、この賃

金で生活することは困難である。そのため、家

族の支援や障害年金・生活保護などの公的資金

を活用して生活を維持していると推測される。

公的支援の活用はある程度必要であるが、安易

に取り入れてしまうことによって一般就労から

遠ざかる結果になるという弊害も考えられる

（玉田ら，2004）。

　対象者の回答の65.4％が、精神障害者の１ヶ

月の理想の賃金を10万円未満と回答していた。

この回答もA県での１ヶ月の最低賃金に届いて

いない。この回答は、精神障害者が健常者と同

じように社会に出て労働をし、同じように賃金

を稼ぐことが困難であるという評価が職員の中

にあるという可能性がある。あるいは、１ヶ月

に 10万円稼ぐことができれば、公的支援と併

用することで充分に生活ができるという職員の

評価である可能性もある。または長期に渡る精

神障害のために、福祉施設は日中の居場所とし

ての機能を果たしていることで充分であると、

職員が評価している可能性もある。

　調査当時の平成18年度の精神障害者の雇用

者数は、1.3万人であった。これは、在宅で生

活する生産年齢人口にある精神障害者の数が

174.2万人であることから考えても、極めて少

ないことがわかる。障害者雇用に対する社会の

理解が少ないために障害者雇用が進まないとい

う現状も、職員の設定する理想の賃金が低い要

因ではないかと考える。障害者雇用に対する社

会の理解を得るための制度として、緒言で述べ

たような障害者雇用促進法における障害者雇用

率の改正や、障害者雇用納付金制度の改正など

が挙げられる。社会制度の改正によって、障害

者雇用に対する社会の理解が得られるととも

に、職員の理解も得られていくことが理想であ

る。就労ができず在宅で生活をする精神障害者

（統合失調症、うつ病、不安障害）が社会に与え

る経済的損失は、３兆520億円と言われており

（平成22年度厚生労働省障害者福祉総合推進事

業，2018）、このことからも精神障害者の経済

的自立に向けた具体的な介入方法を検討してい

く必要がある。

　そのためには、職員の中にある、精神障害者

の経済的自立への認識や評価の視点を把握する

とともに、精神障害者が自身の労働の対価とし

ている賃金に対してどのように評価をしている

のかを把握することが必要であると考える。

２�．デイケア職員と福祉施設職員における経済

的自立に関する評価の比較

　通所形態による経済的自立の評価では、デイ

ケア職員よりも福祉施設職員の方が、通所施設

に通うことを経済的自立ではないと評価してい

るという結果が得られた。さらに、労働形態に

よる経済的自立の評価では、デイケア職員より

－25－
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も福祉施設職員の方が、福祉的就労は経済的自

立とはいえないと評価しているという結果が得

られた。つまり、デイケア職員よりも福祉施設

職員の方が、精神障害者の経済的自立に対する

評価が厳しいといえる。

　デイケアでは、服薬指導や生活リズムの立て

直しといった、主に治療を中心としたかかわり

が行われる（浅野，1993：塚原ら，1995：吉益ら，

2003）。一方福祉施設では、社会復帰、特に就

労を目標にした作業訓練や、実際の作業が中心

として行われる（猪俣，1993）。

　福祉施設の役割として、労働習慣に関する指

導、自信や自己理解を深めるための作業の場と

しての訓練、就職活動に関する知識やノウハウ

の指導がある（猪俣，1993）。つまり、福祉施設

は、病気や症状のコントロールや日常生活支援

に関する援助というよりも、就労に向けた具体

的な援助を行う場として位置づけられている。

福祉施設の活動内容はデイケアと比較すると、

地域生活を維持することだけでなく就労を達

成、継続するという成果が重視される。このこ

とが、福祉施設職員の精神障害者の経済的自立

に対する評価の厳しさにつながったと推測され

る。

　デイケア職員は精神障害者が定期的に通所す

ること自体を高く評価している。このように、

施設の目的や、対象とする精神障害者の疾患や

障害の時期が異なるために、経済的自立に関す

る評価に差が出たものと考える。

　全体的な評価では、通所施設に通うことや福

祉的就労をすることという、経済的自立の評価

について施設間の違いが見られ、これらの要因

はデイケアと福祉施設の役割の違いからくる支

援内容の違いが考えられる。

　このような経済的自立の評価の違いが、デイ

ケアや福祉施設に通所する精神障害者の経済的

自立に影響を与えていることが推測される。今

後これらの評価の違いの差を少なくするために

は、精神障害者の経済的自立に向けて、疾患や

障害の程度を共通認識するための評価基準の作

成や、施設間の経済的自立の評価を一定にして

いくための情報共有を効率的に行うツールの開

発が求められる。

Ⅴ　結論と今後の課題

　精神障害者は一般的にその疾患や障害の特性

から、あいまいな状況や同時に複数のことを考

えなければならない状況などに弱く、そうした

状況が引き金となって発病や再燃につながると

いわれている。このような認知機能の障害は、

急性期だけでなく、寛解期や慢性期でも認めら

れることが多い。精神障害者への助言は、精神

障害者の混乱や戸惑いを避けるためにも具体的

に行うことが必要である。そのために、精神障

害者の経済的自立に関係する施設の間では、労

働形態による経済的自立の評価がある程度一致

していることが望ましいと考える。精神障害者

の経済的自立に関係する施設の間では、効果的

に連携して精神障害者を経済的自立に至る援助

をしていくことが肝要である。（William et al , 

1965）。我が国においては、医療施設である精

神科デイケアと福祉施設である精神障害者授産

施設、精神障害者小規模作業所などの施設間で

の連携が必要である。

　精神障害者が経済的自立をめざす場合、関係

する援助者は、援助者自身の精神障害者に対

する経済的自立の評価を基にした介入をするた

め、精神障害者は援助者の行った評価の影響を

受ける。そのため、施設間で経済的自立につい

ての評価を明確にし、一貫した介入をすること

が、精神障害者が経済的自立に向けて混乱しな

いために必要である。

　一貫した介入に向けた評価基準や情報共有の

ためのツールを開発することは、精神障害者が

経済的自立、いわゆる一般就労を目指して様々

な社会資源を利用するにあたって、混乱するこ

となく円滑にステップアップをしていくために

必要である。また我が国における就労をしてい

ない精神障害者が与える経済的損失という観点

からも、これらのツールの開発は急務であると
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考える。

　本研究の調査以降、2006年10月に障害者自

立支援法（現行の障害者総合支援法）の施行によ

り、障害者への就労支援に関わるサービスが一

元化された。新たに精神障害者の就労を支援す

るサービスとして就労移行支援、就労継続支援

が指定となり、精神障害者授産施設や精神障害

者小規模作業所の多くは、就労継続支援A型（雇

用型）およびB型（非雇用型）事業所として再編

された。新たに参入した事業所を含めて、精神

障害者の就労支援に従事する者に専門職種がど

のように携わっているのか、再調査をしたうえ

で、本研究のデータと比較検討を行う必要があ

る。ただし精神障害者の雇用数は増加している

ものの、身体障害者や知的障害者には及ばない

現状があるため、現状を調査したうえでの精神

障害者への経済的自立に向けた効果的なプログ

ラムの開発は急務であると考える。
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